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は
じ
め
に

朝
鮮
時
代
の
文
書
に
用
い
ら
れ
た
信
頼
の
た
め
の
標
識
（
信
標
）
の
方
式
は
、
お

お
よ
そ
署
名
・
花
押
・
手
寸
・
手
掌
・
図
書
・
印
章
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
）「
署
名
」
は
、
名
の
文
字
を
変
形
さ
せ
て
作
っ
た
信
標
方
式
で
あ
る
。
相
手
を

礼
遇
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
、一
般
的
に
目
下
の
人
が
目
上
の
人
に
対
し
て
使
用
し
、

「
着
名
」「
着
銜
」
な
ど
と
同
義
語
で
あ
る
。（
2
）「
花
押
」
は
、
名
と
は
異
な
る
別

個
の
文
字
を
変
形
さ
せ
て
作
っ
た
信
標
方
式
で
あ
る
。
相
手
を
礼
遇
す
る
意
味
を
持

た
な
い
た
め
、
一
般
的
に
目
上
の
人
が
目
下
の
人
に
対
し
て
使
用
し
、「
着
押
」「
着

署
」「
署
押
」「
押
字
」「
手
決
」「
手
例
」
な
ど
と
同
義
語
で
あ
る
。（
3
）「
手
寸
」

は
、
食
指
な
ど
の
手
指
を
紙
に
あ
て
、
関
節
に
点
を
打
っ
た
後
、
輪
郭
線
を
描
い
て

作
っ
た
信
標
方
式
で
あ
る
。（
4
）「
手
掌
」
は
、
手
の
ひ
ら
を
紙
に
あ
て
、
全
体
の

輪
郭
線
を
描
い
て
作
っ
た
信
標
方
式
で
あ
る
。（
5
）「
図
書
（
図
署
）」
は
私
印
の

こ
と
で
、
姓
氏
な
ど
を
木
や
石
に
刻
み
、
印
章
の
よ
う
に
捺
し
た
信
標
方
式
で
あ
る

が
、
時
に
は
描
く
場
合
も
あ
っ
た
。（
6
）
公
的
な
「
印
章
」
と
し
て
は
、
御
宝
や

官
印
が
主
に
使
用
さ
れ
た
。
甲
午
更
張
（
一
八
九
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
開
化

派
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
日
本
式
の
近
代
化
改
革
…
訳
者
註
）
以
後
は
、
私
印
に
よ
る

印
章
文
化
が
急
速
に
拡
散
し
た
。

以
上
の
六
つ
の
信
標
方
式
は
、
身
分
と
性
別
に
よ
り
区
別
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
両
班
は
署
名
と
花
押
を
、
平
民
と
賤
民
は
手
寸
と
手
掌
を
、
両
班
婦
人

は
図
書
を
使
用
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
資
料
を
身
分
ご
と
に
整
理
し
て
み

る
と
、
全
般
的
な
傾
向
は
あ
る
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
身
分
と
性
別
に
よ
る
原
則
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
そ
の
傾
向
と
い
う
の
も
、
残
存
資
料
数
に
起
因

す
る
差
異
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
平
民
と
賤
民
の
文
書
に
比
べ
両
班
の
文
書

は
、
圧
倒
的
に
多
数
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

本
稿
で
は
身
分
と
性
別
を
基
準
と
し
て
、
様
々
な
信
標
方
式
の
類
型
を
時
代
別
に

例
示
し
、
文
献
記
録
で
は
確
認
で
き
な
い
、
い
く
つ
か
の
変
化
過
程
に
つ
い
て
、
検

討
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
、
伝
統
時
代
か
ら
現
代
へ
と
続

く
信
標
方
式
の
変
化
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

ま
た
、
多
少
無
理
が
あ
る
も
の
の
、
上
記
で
整
理
し
た
六
つ
の
信
標
方
式
を
包
括
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す
る
概
念
と
し
て
、「
サ
イ
ン
（signature

）」
と
い
う
用
語
を
借
用
し
た
い
と
思

う
。
い
ま
だ
適
当
な
用
語
を
定
め
ら
れ
な
い
が
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
る
こ
と
を
、

あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
国
王
と
王
室
の
サ
イ
ン

国
王
は
最
上
位
の
身
分
で
あ
る
が
、
署
名
と
花
押
を
用
い
る
こ
と
は
、
一
般
の
両

班
官
僚
層
と
変
わ
ら
な
い
。
次
の
〈
図
1
〉
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
歴
代
朝
鮮

国
王
の
署
名
で
あ
る
。
す
べ
て
姓
を
除
い
た
名
の
文
字
の
字
形
を
変
化
さ
せ
て
署
名

を
作
っ
て
い
る
。

し
か
し
国
王
の
花
押
は
特
別
で
あ
っ
た
。
国
王
は
最
高
位
に
あ
っ
た
の
で
、
登
極

後
に
は
主
に
花
押
を
使
用
し
た
た
め
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
国
王
と
し
て
登
極
す
る

と
、
す
ぐ
に
議
政
府
・
六
曹
・
弘
文
館
・
芸
文
館
に
所
属
す
る
高
位
官
僚
た
ち
が
集

ま
り
、
国
王
の
花
押
で
あ
る
「
御
押
」
を
議
論
し
定
め
た
。
こ
の
過
程
を
経
て
、
孝

宗
は
「
正
」
字
、
顕
宗
は
「
立
」
字
、
肅
宗
は
「
守
」
字
を
御
押
と
し
て
定
め
た
）
1
（

。

肅
宗
の
御
押
は
未
発
見
だ
が
、孝
宗
と
顕
宗
の
御
押
は
〈
図
2
〉
の
と
お
り
で
あ
る
。

孝
宗
の
御
押
は
「
正
」
字
の
隸
書
体
で
作
ら
れ
、
顕
宗
の
御
押
は
「
立
」
字
の
篆
書

図１　朝鮮国王の署名

①太宗（李芳遠，1367－1422） 
　　　 変形字：芳遠

②睿宗（李晄，1441－1469）
変形字：晄

③孝宗（李淏，1619－1659） 
　　　　変形字：淏

⑤肅宗（李 ，1661－1720） 
　　　　　　変形字：

⑥正祖（李 ，1752－800） 
変形字：

④顕宗（李 ，1641－1674）
変形字：

⑦高宗（李 ，1852－1919）
変形字：

⑧純宗（李 ，874－1926）
 変形字：
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図2 孝宗と顕宗の御押

①孝宗（李淏，1619－1659）　
  変形字：正

②顕宗（李 ，1641－1674）　
　　　 変形字：立

体
で
作
ら
れ
た
。

〈
花
押
は
、
故
事
や
経
典
な
ど
を
参
考
に
、
変
形
さ
せ
る
文
字
を
選
定
し
た
。
以

下
は
、
英
祖
が
息
子
の
思
悼
世
子
の
花
押
を
作
っ
て
与
え
た
際
に
、
そ
の
意
味
を
記

録
と
し
て
残
し
た
も
の
で
あ
る
。

上
（
英
祖
）
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、「
世
子
（
思
悼
世
子
）
の
花
押
を
『
達
』

字
に
定
め
た
の
は
、『
通
達
』
の
意
味
を
と
っ
た
も
の
で
、
頻
繁
に
使
わ
れ
る

文
字
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
諱
ま
ず
と
も
よ
い
」
と
さ
れ
た
。
…
（
中
略
）
…

上
に
『
達
』
字
で
花
押
さ
れ
、
そ
の
下
に
書
か
れ
た
こ
と
に
は
、「
私
（
英
祖
）

の
花
押
は
『
通
』
字
と
し
た
が
、
こ
れ
は
以
前
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
ん
じ
（
思
悼
世
子
）
を
励
ま
し
勉
め
さ
せ
、
戒
め
正
す
た
め
に
、
花
押
を
直

接
書
い
て
与
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
花
押
は
臣
下
た
ち
が
作
り
献
上
す
る
花
押

と
は
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
」。
ま
た
そ
の
左
側
へ
書

か
れ
た
こ
と
に
は
、「
孔
子
は
武
王
と
周
公
を
『
達
孝
』
と
褒
め
た
た
え
ら
れ
、

『
人
の
志
を
よ
く
受
け
継
ぎ
、
人
の
こ
と
を
よ
く
叙
述
し
た
』
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
の
で
、『
よ
く
受
け
継
ぎ
、
よ
く
叙
述
す
る
こ
と
』
が
孝
の
中
で
も
最
も
重

要
な
の
で
あ
る
。（
下
略
）
）
2
（

」

英
祖
は
「
通
」
字
で
作
っ
た
御
押
を
下
賜
さ
れ
、
息
子
に
は
「
達
」
字
の
御
押
を

作
っ
て
与
え
た
。
英
祖
と
思
悼
世
子
の
場
合
は
、
大
臣
た
ち
が
花
押
を
定
め
て
捧
げ

る
手
順
を
ふ
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
思
悼
世
子
の
「
達
」
字
の
御
押
に
は
、

「
通
達
」
と
「
達
孝
」
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
た
）
3
（

。

図3　英祖と思悼世子（荘祖）の御押

①英祖（李 ，1694－1776）
  変形字：通

②思悼世子（荘祖，李愃，1735－1762）   
               変形字：達
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〈
図
3
〉
は
、
英
祖
と
思
悼
世
子
の
御
押
で
あ
る
。
前
掲
の
『
英
祖
実
録
』
の
記

録
の
よ
う
に
、
英
祖
の
御
押
は
「
通
」
字
の
草
書
体
で
作
ら
れ
、
思
悼
世
子
の
御
押

は
「
達
」
字
の
草
書
体
で
作
ら
れ
て
い
る
。

〈
図
4
〉
は
、
変
形
さ
せ
た
文
字
を
推
定
で
き
る
御
押
で
あ
る
。〈
図
4

－

①
〉
は

世
祖
の
御
押
で
、
明
朝
体
様
式
の
典
型
的
な
形
態
で
あ
る
）
4
（

。
変
形
字
は
「
極
」
字
と

見
ら
れ
る
。〈
図
4

－

②
〉
は
成
宗
の
御
押
で
、
や
は
り
典
型
的
な
明
朝
体
様
式
で

あ
る
。
変
形
字
は
「
慶
」
字
と
見
ら
れ
る
。〈
図
4

－

③
〉
は
最
近
あ
ら
た
に
見
出

し
た
光
海
君
の
御
押
で
あ
る
。
一
六
一
二
年
に
朝
鮮
国
王
が
明
の
礼
部
に
送
っ
た
平

咨
（
二
品
以
上
の
同
等
の
官
庁
間
で
用
い
ら
れ
る
文
書
形
式
で
、
朝
鮮
と
明
と
の
外

交
文
書
に
も
用
い
ら
れ
た
…
訳
者
註
）
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。『
洪
武
礼
制
』
に
よ

れ
ば
、
平
咨
に
は
花
押
を
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
上
段
の
長
い
画
は
、
十
五

世
紀
に
流
行
し
た
明
朝
体
花
押
の
様
式
的
特
徵
の
影
響
で
あ
る
。
し
か
し
全
般
的
に

は
、
署
名
と
花
押
の
形
態
的
錯
綜
が
徐
々
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
御
押
は
文
字
を
読

む
の
が
相
対
的
に
易
し
く
、「
誠
」
字
を
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
。「
誠
」
字
は
、
お

そ
ら
く
「
誠
敬
」
か
ら
意
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
誠
敬
」
は
儒
学
の
重
要
概
念

で
あ
り
、
常
に
精
誠
を
尽
く
し
恭
敬
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

〈
図
5
〉
は
、
現
在
ま
で
に
確
認
で
き
た
御
押
の
中
で
、
変
形
さ
せ
た
文
字
が
わ

か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。〈
図
5

－

①
〉
は
太
祖
の
御
押
で
、
明
朝
体
様
式
で
あ
る
。

〈
図
5

－

②
〉
と
〈
図
5

－

③
〉
は
正
祖
と
純
祖
の
御
押
で
、
形
態
が
か
な
り
似
て

い
て
混
同
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
父
王
の
志
を
継
承
す
る
と
い
う
意
味
で
似
せ
て
作
っ

た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
大
き
な
意
味
で
孝
と
関
連
す
る
よ
う
で
あ
る
。〈
図
5

－

④
〉

と
〈
図
5

－

⑤
〉
の
高
宗
と
純
宗
の
御
押
も
、
似
た
よ
う
な
様
相
を
見
せ
て
い
る
。

国
王
の
手
寸
と
手
掌
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

王
室
宗
親
の
女
性
は
、
サ
イ
ン
の
中
で
も
図
書
だ
け
を
使
用
し
た
。
特
に
王
室
と

王
の
親
戚
（
宗
親
）
の
女
性
の
図
書
は
朱
印
な
の
が
特
徵
で
あ
る
。
朱
印
の
図
書
は
、

公
主
や
内
命
婦
の
嬪
（
国
王
の
後
宮
、正
一
品
）
等
、
宗
親
の
妻
と
し
て
府
夫
人
（
大

君
の
妻
、
正
一
品
）
や
郡
夫
人
（
君
の
妻
、
正
・
従
一
品
）
等
が
使
用
し
た
。
同
じ

正
一
品
の
品
階
で
あ
っ
て
も
、
文
武
官
の
妻
で
あ
る
貞
敬
夫
人
は
黒
印
の
図
書
を
使

用
し
た
。
彼
ら
が
使
用
し
た
朱
印
図
書
は
、
品
階
に
よ
り
大
き
さ
が
区
別
さ
れ
た
。

二
品
以
上
の
妻
は
方
一
寸
七
分
、
六
品
以
上
の
妻
は
方
一
寸
四
分
、
七
品
以
下
の
妻

は
方
一
寸
と
規
定
さ
れ
た
）
5
（

。

〈
図
6
〉
は
、
公
主
・
府
夫
人
・
嬪
・
昭
容
の
身
分
で
、
朱
印
図
書
を
捺
し
た
事

例
で
あ
る
。
図
書
の
大
き
さ
が
各
々
異
な
る
の
は
、『
経
国
大
典
』
が
本
格
的
に
施

図４　変形させた文字を推定できる御押

①世祖（李 ，1417－1468） 変形字：極カ②成宗（李 ，1469－1494） 変形字：慶カ

③光海君（李琿，1575－1641） 変形字：誠
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①太祖（李成桂，1335－1408）
変形字：未詳②正祖（李 ，1752－1800）

変形字：未詳
③純祖（李 ，1790－1834）

変形字：未詳

④高宗（李 ，1852－1919）
変形字：未詳

⑤純宗（李 ，1874－1926）　  
            変形字：未詳

図５　変形させた文字がわからない御押

①肅嬪洪氏と昭容文氏の朱印図書（1468）

②貞懿公主李氏，懿淑公主李氏，斉安府夫人崔氏の朱印図書（1464）

図６　朱印の図書
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行
さ
れ
る
前
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

3
両
班
の
サ
イ
ン

以
下
は
、
十
六
世
紀
に
偽
造
文
書
の
た
め
に
起
き
た
訴
訟
事
件
の
顚
末
を
記
録
し

た
、
官
庁
文
書
の
一
部
で
あ
る
。

今
、
訴
訟
を
す
る
に
際
し
、

音
（
約
束
を
す
る
文
書
）
と
所
志
（
請
願
書
）

に
あ
る
署
名
が
各
々
異
な
る
の
は
、
私
の
名
を
、
父
が
は
じ
め
は
「
濬
哲
文

明
」
の
「
濬
」
字
で
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
去
る
戊
辰
年
に
父
が
退
溪
先
生

に
お
伺
い
し
、
宋
朝
の
名
臣
で
あ
っ
た
張
浚
の
「
浚
」
字
に
名
を
改
め
ら
れ
ま

し
た
。
署
名
は
そ
の
名
の
文
字
の
字
画
に
よ
っ
て
作
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
前

後
の
署
名
が
合
わ
な
い
の
で
あ
り
…
（
下
略
）
6
（

）

訴
訟
の
過
程
で
、
李
浚
（
一
五
四
〇
―
一
六
二
三
）
と
い
う
人
物
は
、
文
書
の
署

名
が
変
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
質
疑
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
し

て
そ
の
理
由
を
、
李
濬
か
ら
李
浚
に
改
名
し
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
改
名
に

よ
り
名
の
文
字
が
変
わ
っ
た
の
で
、
そ
の
字
画
を
変
形
さ
せ
て
作
る
署
名
も
形
態
が

変
わ
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
論
理
で
あ
る
。

〈
図
7
〉
は
、
李
濬
か
ら
李
浚
に
改
名
し
た
こ
と
で
変
わ
っ
た
実
際
の
署
名
で
あ

る
。
李
濬
で
あ
る
時
は
「
濬
」
字
を
変
形
さ
せ
て
署
名
を
作
っ
て
お
り
、
李
浚
に
改

名
し
た
後
に
は
「
浚
」
字
を
変
形
さ
せ
て
署
名
を
作
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
署
名
が
変
わ
る
の
は
異
例
な
こ
と
で
、
一
般
的
に
は
一
度
作
ら
れ
た
署
名
や
花

押
は
変
わ
ら
ず
、
生
涯
使
用
さ
れ
た
。

〈
図
8
〉
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
ま
で
の
両
班
た
ち
の
署
名
で
あ
る
。〈
図

8
－

①
〉
は
申
叔
舟
の
署
名
で
、
名
の
文
字
で
あ
る
「
叔
舟
」
字
を
変
形
さ
せ
て

作
っ
て
い
る
。〈
図
8

－

②
〉
は
李
有
中
の
署
名
で
、
名
の
文
字
で
あ
る
「
有
中
」

字
を
変
形
さ
せ
て
作
っ
て
い
る
。
十
六
世
紀
頃
か
ら
署
名
と
花
押
の
形
態
が
互
い
に

錯
綜
し
は
じ
め
る
。
李
有
中
の
署
名
で
中
央
に
長
く
引
か
れ
た
画
は
、
明
朝
体
花
押

の
影
響
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
署
名
が
名
の
文
字
の
変
形
に
ほ
ぼ
忠
実
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
こ
れ
以
降
は
花
押
の
形
態
的
特
徵
が
署
名
に
現
れ
て
く
る
。
そ
の
た
め
に

署
名
は
、
さ
ら
に
抽
象
化
し
た
文
字
の
形
態
に
変
化
し
た
。〈
図
8

－

③
〉
は
権
尚

夏
の
署
名
で
、
中
央
の
長
い
画
が
特
徴
的
で
あ
り
、
以
前
よ
り
も
名
の
文
字
が
さ
ら

に
変
形
し
て
い
る
。
文
書
の
内
容
か
ら
誰
の
署
名
か
が
わ
か
る
た
め
、
こ
れ
を
権
尚

夏
の
署
名
と
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
署
名
だ
け
で
誰
の
も
の
か
見

分
け
る
の
は
難
し
い
。〈
図
8

－

④
〉
は
金
鍾
秀
の
署
名
で
、
名
の
文
字
の
中
の

図７　改名により形態が変わった署名

①改名前の李濬の署名 変形字：濬②改名後の李浚の署名 変形字：浚 
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「
秀
」
字
だ
け
を
変
形
さ
せ
て
作
っ
て
い
る
。
朝
鮮
後
期
か
ら
は
、
名
の
一
文
字
だ

け
を
変
形
さ
せ
る
事
例
が
増
え
る
。
お
そ
ら
く
は
族
譜
が
流
行
す
る
こ
と
で
、
親
戚

た
ち
が
共
通
し
て
使
う
行
列
字
で
は
区
別
で
き
な
い
た
め
）
7
（

、
そ
れ
が
除
外
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
文
字
だ
け
を
変
形
さ
せ
る
こ
と
で
形
態
は

非
常
に
単
純
化
し
、
ど
こ
か
硬
直
し
て
図
案
化
さ
れ
た
印
象
が
拭
え
な
い
。
十
五
世

紀
の
署
名
と
比
較
す
る
と
、
多
分
に
様
式
の
退
歩
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
図
9
〉
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
ま
で
の
両
班
た
ち
の
花
押
で
あ
る
。〈
図

9

－

①
〉
は
金
孝
盧
の
花
押
で
、
変
形
さ
せ
た
文
字
は
わ
か
ら
な
い
。
上
下
に
長
く

引
か
れ
た
画
と
、
そ
の
間
を
複
雑
に
埋
め
る
、
典
型
的
な
明
朝
体
様
式
の
花
押
で
あ

る
。〈
図
9

－

②
〉
は
金
富
弼
の
花
押
で
、「
無
私
」
字
を
変
形
さ
せ
て
作
っ
て
い

る
。「
無
私
」
は
「
至
公
無
私
」
か
ら
借
用
し
た
も
の
と
見
ら
れ
、
儒
学
の
重
要
概

念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
上
段
に
長
く
引
か
れ
た
画
は
、
明
朝
体
様
式
の
影
響
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
。〈
図
9

－

③
〉
は
柳
敬
時
の
花
押
で
、
上
段
に
明
朝
体
様
式
の
影

響
が
残
っ
て
い
る
が
、
ひ
ど
く
抽
象
化
さ
れ
た
形
態
か
ら
変
形
さ
れ
た
文
字
を
推
定

す
る
の
は
難
し
い
。〈
図
9

－

④
〉
は
趙
冀
永
の
花
押
で
あ
る
。
朝
鮮
末
期
に
は
明

朝
体
様
式
を
脱
し
た
新
し
い
形
態
の
花
押
が
流
行
し
た
。
一
般
的
に
「
一
心
」
字
の

字
形
を
変
形
さ
せ
て
花
押
を
作
っ
た
が
、
こ
れ
を
特
に
「
一
心
決
」
と
言
っ
た
。
当

時
は
す
で
に
署
名
と
花
押
が
形
態
的
に
も
概
念
的
に
も
入
り
交
じ
り
、
署
名
を
名
の

文
字
と
は
無
関
係
の
「
一
心
」
字
で
作
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
全
体
的
に
形
態
が
単

純
化
す
る
こ
と
で
、
別
人
と
区
別
す
る
機
能
が
大
幅
に
失
わ
れ
る
な
ど
、
様
式
的
に

退
歩
し
た
。

〈
図
10
〉
は
、
両
班
男
性
が
手
寸
を
し
た
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。〈
図
10

－

①
〉
は

直
長
同
正
の
官
職
に
あ
っ
た
権
明
利
の
左
寸
で
あ
る
。〈
図
10

－

②
〉
は
黄
中
善
の

左
寸
で
、
姓
名
の
上
に
は
病
人
で
あ
る
と
書
か
れ
て
お
り
、
彼
が
字
を
書
け
な
い
状

況
に
あ
っ
た
こ
と
を
間
接
的
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
班
は
読
み
書
き
が
で

き
た
た
め
、
主
に
署
名
と
花
押
を
し
た
が
、
様
々
な
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
は
手
寸

を
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
一
方
で
、
両
班
男
性
が
手
掌
を
す
る
事
例
は
無
い
よ
う
で

図８　両班の署名

①申叔舟（1417－1475）
             変形字：叔舟

②李有中（1544－1602）　変形字：有中

③権尚夏（1641－1721）　変形字：尚夏

④金鍾秀（1728－1799）　変形字：秀
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図９　両班の花押

①金孝盧（1454－1534） 変形字：未詳②金富弼（1516－1577） 変形字：無私

③柳敬時（1666－1737） 変形字：未詳

④趙冀永（1781－?） 変形字：未詳

図10　両班の手寸

①権明利の左寸（1436－1443）②黄中善の左寸（1594）
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あ
る
。

　
〈
図
11
〉
は
、
両
班
女
性
の
手
掌
と
手
寸
の
事
例
で
あ
る
。〈
図
11

－

①
〉
と
〈
図

11
－

②
〉
は
右
掌
で
、
指
を
閉
じ
た
手
の
形
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
い
る
。
男
左
女
右

と
の
認
識
が
あ
り
、
女
性
は
右
掌
が
多
く
描
か
れ
た
。〈
図
11

－

③
〉
は
両
班
女
性

の
手
寸
で
、
左
右
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
両
班
女
性
は
手
掌
や
手
寸
よ
り
も
図
書

を
好
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

朝
鮮
時
代
の
文
書
に
捺
さ
れ
た
印
章
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
主
体
に
よ
っ
て
、
御

宝
・
官
印
・
図
書
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
8
（

。
御
宝
は
国
王
が
、
官
印
は
官
府

で
、
図
書
は
私
人
が
使
用
す
る
印
章
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
印
章
を
捺
す
」
と
表
現
す

る
と
き
、
御
宝
は
「
安
宝
」
と
、
官
印
は
「
踏
印
」
と
、
図
書
は
「
着
図
書
」
と
記

し
た
。
両
班
の
図
書
は
、
婦
人
た
ち
が
使
用
し
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
両
班
男

性
の
場
合
、
日
本
に
送
る
書
契
に
捺
す
朱
印
の
図
書
を
除
く
と
、
事
例
は
多
く
な
い
。

〈
図
12
〉
は
朝
鮮
時
代
の
図
書
で
あ
る
。〈
図
12

－

①
〉
は
女
性
で
あ
る
原
州
金
氏

の
図
書
で
あ
る
が
、
正
一
品
の
貞
敬
夫
人
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
文
武
官
の
妻
で

あ
る
た
め
に
黒
印
の
図
書
を
捺
し
て
い
る
。
印
文
は｢

原
州
金
氏
之
印｣

で
、
原
州

は
彼
女
の
本
貫
で
あ
る
。女
性
の
図
書
は
十
四
世
紀
の
文
書
に
も
確
認
で
き
る
た
め
、

そ
れ
以
前
か
ら
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
、
図
書
に
は
姓
氏
だ
け
を

記
す
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
郷
内
に
同
じ
姓
氏
を
使
う
人
が
多
く
、

様
々
な
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
十
五
世
紀
末
に
は
混
乱
防
止
の
た
め
に
夫
の

名
を
あ
わ
せ
て
記
す
よ
う
に
さ
せ
た
。

婦
人
が
文
書
を
作
成
す
る
と
き
は
、
い
つ
も
印
章
を
捺
し
ま
す
が
、
印
章
は
偽

造
す
る
人
が
か
な
り
多
い
で
す
。
印
章
に
は｢

某
郷
某
氏｣

と
記
す
た
め
、
姓

が
同
じ
人
が
借
り
て
使
う
の
で
、
請
う
こ
と
に
は｢

某
妻
某
氏｣

と
記
す
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
）
9
（

。

〈
図
12

－

②
〉
は
、「
夫
の
姓
名
＋
妻
＋
姓
氏
」
を
記
し
た
黒
印
の
図
書
で
あ

図11　両班女性の手寸と手掌

①故忠義衛李堅妻，
権氏の右掌（1595）

②故忠義衛鄭珠妻，
柳氏の右掌（1699）

③前哨官金彦慶妻，
孫氏の手寸（1631）
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書
を
捺
し
た
（
描
い
た
）
の
は
異
例
で
あ
る
。

4
平
民
と
賤
民
の
サ
イ
ン

サ
イ
ン
は
、
文
字
を
読
み
書
き
す
る
能
力
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て

賤
民
で
あ
っ
て
も
、
筆
で
文
字
が
書
け
れ
ば
、
文
書
に
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

平
民
と
賤
民
が
手
寸
や
手
掌
を
多
用
し
た
の
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
平
民
と
賤
民
は
教
育
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
、
文
字
を

き
ち
ん
と
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
筆
で
署
名
す
る
の
が
容
易
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
図
13
〉
は
賤
民
が
署
名
を
し
た
事
例
で
あ
る
。〈
図
13

－

①
〉
は
奴
毎
邑
山
の
署

名
で
あ
る
。「
毎
邑
山
」
字
は
本
文
の
書
体
と
は
異
筆
で
、
本
人
が
直
接
、
筆
で
名

を
書
い
て
署
名
し
て
い
る
。〈
図
13

－

②
〉
は
奴
洪
守
の
署
名
で
、
名
の
文
字
の
中

か
ら
「
守
」
字
を
変
形
さ
せ
て
作
っ
て
い
る
。〈
図
13

－

③
〉
は
「
一
心
」
字
を
変

形
さ
せ
て
作
っ
た
、
奴
命

の
署
名
で
あ
る
。
名
の
文
字
と
は
無
関
係
な
署
名
で
、

典
型
的
な
朝
鮮
末
期
の
「
一
心
決
」
形
態
を
と
っ
て
い
る
。

〈
図
14

－

①
〉
は
、
一
通
の
文
書
に
奴
論
先
と
奴
趙
三
金
の
左
寸
、
そ
し
て
奴
李

二
先
の
署
名
が
共
に
あ
る
事
例
で
あ
る
。
李
二
先
の
署
名
は
、
名
の
文
字
の
「
二

先
」
字
を
変
形
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、抽
象
化
が
か
な
り
進
行
し
て
お
り
、

正
確
に
読
む
の
は
難
し
い
。
ひ
と
つ
の
文
書
内
に
賤
民
の
署
名
と
手
寸
と
が
共
存
す

る
が
、
こ
れ
は
サ
イ
ン
が
身
分
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。〈
図
14

－

②
〉
は
奴
奉
伊
と
奴
正
伊
の
手
寸
で
あ
る
。
一
般
的
な
手
寸
と
は
異
な
り
、
手
指
の

上
下
位
置
に
線
を
引
き
、
関
節
は
点
だ
け
打
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
手
寸
を
描
く
時

は
、
こ
の
よ
う
に
ま
ず
点
を
打
っ
て
位
置
を
標
示
し
、
左
右
に
線
を
引
い
て
仕
上
げ

た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

〈
図
15
〉
は
賤
民
の
手
寸
で
あ
る
。
手
寸
は
、
手
指
の
関
節
の
大
き
さ
が
人
に

よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
そ
の
特
徴
を
信
標
の
手
段
と
し
て
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

字
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
人
々
が
、
普
遍
的
に
使
用
し
た
サ
イ
ン
で
あ
っ

る
。
印
文
は｢

閔
晦
妻
趙
氏｣

で
、
閔
晦
は
趙
氏
の
夫
の
姓
名
で
あ
る
。
し
か
し
、

十
五
世
紀
末
以
降
の
す
べ
て
の
図
書
に
夫
の
姓
名
が
記
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
に
先
行
す
る
時
期
に
も
夫
の
姓
名
を
記
し
た
事
例
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
以
降
で
も

女
性
単
独
で
姓
氏
だ
け
を
記
し
た
事
例
も
あ
る
。〈
図
12

－

③
〉
の
印
文
は｢

晋
山

柳
氏｣

で
、
朱
印
の
図
書
で
あ
る
。
朝
鮮
の
礼
曹
参
議
で
あ
っ
た
柳
澗
（
一
五
五
四

―
一
六
二
一
）
が
、
日
本
の
対
馬
州
太
守
に
送
っ
た
書
契
に
捺
し
た
も
の
で
、
晋
州

は
柳
澗
の
本
貫
で
あ
る
。
実
は
こ
の
図
書
は
、
捺
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
描
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
正
式
な
外
交
文
書
に
、
私
印
の
意
味
を
包
含
す
る
図

図12　朝鮮時代の図書

①「原州金氏之印」（1464）②「閔晦妻趙氏」（1656）

③「晋山柳氏」（1615）
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図13　賤民の署名

①私奴每邑山（1519）　
変形字：每邑山③奴命 （1896）変形字：一心

②奴洪守（1623）変形字：守

図14　手寸と署名の事例

①奴論先と奴趙三金の左寸，
奴李二先の署名（1745）

②奴奉伊と奴正伊の
手寸（1712）

①私奴蔡山（1548）

②私奴丁民（1672）

③奴於隱金（1714）

④私奴軒伊（1877）

図15　賤民の手寸
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た
。
手
の
ひ
ら
全
体
を
描
い
た
り
、
手
に
墨
を
塗
っ
て
捺
し
た
り
す
る
よ
り
も
、
手

指
を
紙
に
当
て
て
描
く
の
が
、
も
っ
と
も
便
利
な
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。〈
図
15

－

①
〜
③
〉
は
奴
蔡
山
・
奴
丁
民
・
奴
於
隱
金
の
手
寸
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
手
指
の

関
節
を
標
示
し
て
い
る
が
、
時
期
に
よ
る
特
別
な
様
式
的
変
化
ま
で
は
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。〈
図
15

－

④
〉
は
朝
鮮
後
期
に
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
手
寸
の
形
態

で
あ
る
。
手
指
の
形
態
と
い
う
よ
り
は
、「
井
」
字
に
似
た
模
様
を
抽
象
的
に
描
い
て

い
る
。
手
寸
の
形
態
的
概
念
と
特
徵
が
崩
れ
て
、
図
式
化
が
か
な
り
進
展
し
て
い
る
。

〈
図
16

－

①
〉
が
手
寸
の
本
来
の
形
態
的
特
徵
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、〈
図

16

－

②
〉
は
図
式
化
さ
れ
た
手
寸
の
形
態
を
示
し
て
い
る
。
手
指
や
そ
の
関
節
の
形

態
は
全
く
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
井
」
字
を
書
き
、
そ
の
前
後
左
右
に
「
右

寸
」
や
「
左
寸
」
と
あ
ち
こ
ち
に
書
い
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
形
態
が
突

然
流
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
サ
イ
ン
は
信
標
の
手
段
で
あ
る
た
め
、
売

買
文
書
に
多
く
使
用
さ
れ
た
。
売
買
文
書
に
図
式
化
さ
れ
た
手
寸
を
し
た
な
ら
ば
、

売
買
の
信
賴
は
失
わ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会

シ
ス
テ
ム
が
弛
緩
し
な
け
れ
ば
登
場
す
る
こ
と
の
な
い
状
況
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

〈
図
17
〉
は
賤
民
男
性
の
手
掌
で
あ
る
。
サ
イ
ン
の
頻
度
か
ら
見
る
と
、
事
例
は

少
な
い
と
言
え
る
。
手
掌
も
手
寸
と
同
じ
く
、
男
性
は
左
掌
を
、
女
性
は
右
掌
を
多

く
使
用
し
た
。
朝
鮮
前
期
の
手
掌
が
手
指
を
閉
じ
て
全
体
的
な
輪
郭
線
を
描
い
た
の

に
対
し
、
朝
鮮
後
期
の
手
掌
は
手
指
を
開
い
た
形
態
が
多
い
。
い
く
ら
小
さ
な
筆
で

描
い
た
と
し
て
も
、
手
指
を
広
げ
た
状
態
で
手
指
の
間
が
狭
く
、
輪
郭
線
を
描
く
の

は
無
理
で
あ
る
。
よ
っ
て
手
指
を
開
い
た
手
掌
は
、
図
式
化
さ
れ
た
手
寸
と
同
じ
脈

絡
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
図
18

－

①
〜
③
〉
は
賤
民
女
性
の
手
寸
で
あ
る
。
全
般
的
な
形
態
は
男
性
の
手

寸
と
大
同
小
異
で
あ
る
が
、
相
対
的
に
女
性
は
右
寸
が
多
い
。〈
図
18

－

④
〉
は
図

式
化
さ
れ
た
手
寸
の
形
態
を
見
せ
る
。「
井
」
字
の
下
の
空
間
に
「
右
」
字
を
書
く

も
の
で
、
や
は
り
朝
鮮
末
期
の
特
徵
で
あ
る
。

〈
図
19
〉
は
賤
民
女
性
の
手
掌
で
あ
る
。
賤
民
男
性
の
手
掌
に
似
て
、
大
部
分
は

図16 手寸形態の図式化

①奴貴鶴の手寸（1716）②奴小順玉と奴良釗の手寸（1899）
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図18　賤民女性の手寸

図17　平民と賤民の手掌 ①奴次先（1763）

②奴順白（1809）③奴尚化（1878）

①古温非（1559）

②婢元非（1607）

③婢正月（1716）

④金保寧宅（1873）
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図19　賤民女性の手掌 ①私婢有之（1676）

②三月（1730）

③張召史（1897）

図20　平民女性の署名

②張召史（1850）③金召史（1901） ①金召史（1812）
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右
掌
を
描
い
て
い
る
。
特
に
朝
鮮
末
期
の
手
掌
は
、
手
の
模
様
を
図
式
化
し
て
描
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

〈
図
20
〉
は
、
寡
婦
と
な
っ
た
平
民
女
性
を
意
味
す
る
「
召
史
」
の
署
名
事
例
で

あ
る
。
署
名
を
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
名
の
文
字
が
必
要
で
あ
る
。
当
時
の
女

性
た
ち
に
は
、
日
常
的
に
用
い
る
姓
名
が
無
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め

女
性
の
署
名
は
、「
一
心
決
」
の
よ
う
に
図
式
化
さ
れ
た
形
態
の
図
案
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
よ
う
だ
。〈
図
20

－

①
〜
③
〉
は
、
す
べ
て
「
一
心
決
」
の
形
態
的

な
特
徵
を
示
し
て
い
る
。
売
買
文
書
に
は
花
押
を
用
い
な
い
た
め
、
当
然
な
が
ら
署

名
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
形
態
的
に
は
花
押
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

5
お
わ
り
に

署
名
・
花
押
・
手
寸
・
手
掌
・
図
書
の
使
い
分
け
は
、
身
分
や
性
別
に
よ
る
と
い

う
よ
り
も
、
読
み
書
き
の
能
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
両
班
も
手
寸
を
す
る
こ
と

が
で
き
、
賤
民
も
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
作
成
さ
れ
た
文
書
数
な
ど
に

よ
り
、
頻
度
の
差
異
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

国
王
は
最
高
峰
の
地
位
に
あ
っ
た
た
め
、
主
に
花
押
を
使
用
し
た
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
国
王
が
署
名
を
全
く
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
王
室
男
性
は
一
般
的
に

署
名
と
花
押
を
、
王
室
女
性
は
朱
印
図
書
を
用
い
た
。
両
班
男
性
は
読
み
書
き
の
能

力
が
あ
っ
た
た
め
、
特
殊
な
事
情
が
な
け
れ
ば
署
名
と
花
押
を
用
い
た
。
両
班
女
性

は
手
寸
や
手
掌
よ
り
も
、
黒
印
図
書
を
好
ん
だ
。
男
性
官
員
中
に
は
日
本
と
の
外
交

文
書
で
あ
る
書
契
に
、
朱
印
図
書
を
捺
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
平
賤
民
は
手
寸
を
も
っ

と
も
多
く
用
い
た
。
読
み
書
き
の
で
き
な
い
人
々
に
は
、
手
寸
は
も
っ
と
も
便
利
な

信
標
方
式
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
平
民
と
賤
民
で
あ
っ
て
も
読
み
書
き
が
で
き
れ

ば
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
女
性
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

十
五
〜
十
六
世
紀
の
サ
イ
ン
様
式
が
、
形
態
的
に
全
盛
期
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

以
後
の
十
七
〜
十
八
世
紀
の
サ
イ
ン
様
式
は
、
形
態
の
緊
張
感
が
失
わ
れ
抽
象
化
さ

れ
た
特
徵
を
示
し
て
い
る
。
サ
イ
ン
が
も
っ
て
い
た
信
標
機
能
は
、
時
期
が
降
る
に

つ
れ
て
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
サ
イ
ン
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
見

分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
図
式
化
さ
れ
た
。
署
名
と
花
押
は
筆
画
の
緊
張
感
が
消
え

失
せ
、
手
寸
と
手
掌
は
ま
る
で
符
合
の
よ
う
に
変
化
し
た
。

信
標
手
段
で
あ
る
サ
イ
ン
が
、
本
来
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

文
書
の
権
威
と
信
頼
も
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
契
約
文
書
の
場
合
、
状

況
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
末
期
的
状
況
は
、
た
ち
ま
ち
サ
イ

ン
に
変
化
を
も
た
ら
す
原
動
力
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
サ
イ
ン
は
変
化
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
が
、
こ
の
と
き
に
日
本
式
の
印
章
文
化
が
流
入
し
た
。
姓
名
を
刻
ん

だ
円
形
の
朱
印
が
そ
れ
で
あ
る
。

〈
図
21
〉
は
、
日
本
式
の
印
章
文
化
が
流
入
す
る
過
渡
期
の
特
徵
を
示
す
事
例
で

あ
る
。〈
図
21

－

①
〉
は
柳
遠
聲
（
一
八
五
一
―
一
九
四
五
）
と
い
う
両
班
官
僚
の

署
名
で
あ
る
。
彼
は
名
の
文
字
で
あ
る
「
遠
聲
」
字
で
署
名
を
作
ら
ず
、
当
時
流
行

し
て
い
た
「
一
心
決
」
の
形
態
で
、
図
式
化
さ
れ
た
署
名
を
作
っ
た
。〈
図
21

－

②
〉

は
同
じ
柳
遠
聲
の
印
章
で
あ
る
。
円
形
の
朱
印
で
、
通
常
は
姓
名
の
三
字
を
刻
ん
だ

後
に
、
最
後
に
「
章
」
「
印
」「
信
」
な
ど
の
文
字
を
足
し
た
四
字
で
構
成
さ
れ
た
。

〈
図
21

－

③
〉
は
印
章
と
署
名
が
混
合
し
て
い
る
文
書
で
、
過
渡
期
的
な
状
況
を
反

映
し
て
い
る
。
署
名
は
す
べ
て
「
一
心
決
」
で
、
印
章
は
姓
名
を
刻
ん
だ
円
形
の
朱

印
で
あ
る
。

十
九
世
紀
に
図
式
化
さ
れ
た
サ
イ
ン
は
、
す
み
や
か
に
印
章
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ

た
。
印
章
は
身
分
や
性
別
に
拘
わ
ら
ず
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
読
み
書
き
が
で
き

な
く
と
も
、
姓
名
を
刻
ん
だ
印
章
さ
え
作
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
印
章
は
、
身
分
や
性
別
、
読
み
書
き
の
能
力
な
ど
、
す
べ

て
の
制
約
条
件
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
た
。
ボ
ー

ル
ペ
ン
の
よ
う
な
筆
記
具
が
一
般
化
し
、
生
活
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
も
は
や
印
章

も
消
え
よ
う
と
い
う
趨
勢
で
あ
る
。
印
章
を
持
ち
歩
い
て
は
い
て
も
、
朱
肉
で
捺
す

こ
と
さ
え
面
倒
な
作
業
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
デ
ジ
タ
ル
署
名
の
時
代
と
な
り
、
信

標
手
段
は
特
定
の
形
態
か
ら
暗
証
番
号
の
数
字
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
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図21　署名と印章

①柳遠聲の署名（1890）
②柳遠聲の印章（1905）

③印章と署名のある文書（1907）

註（
1
）
「
御
押
用
正
字
。（
大
臣
、
政
府
東
西
壁
、
六
曹
二
品
以
上
、
館
閣
堂
上
會
賓
廳
、
同
議
以

啓
。）」（『
孝
宗
実
録
』
巻
一
、一
六
四
九
年
五
月
一
五
日
）
／
「
大
臣
、
政
府
堂
上
、
六
曺
二

品
以
上
、
齊
會
于
賓
廳
、
議
御
押
、
定
以
立
字
。」（『
顕
宗
実
録
』
巻
一
、一
六
五
九
年
五
月

一
〇
日
）
／
「
許
積
等
與
政
府
堂
上
、
六
曹
參
判
以
上
、
館
閣
堂
上
、
相
議
御
押
、
守
容
宣
三

字
備
望
以
入
、
命
以
首
望
守
字
用
之
。」（『
肅
宗
実
録
』
巻
一
、
一
六
七
四
年
八
月
二
四
日
）。

（
2
）
「
上
曰
、
東
宮
之
押
以
達
字
爲
定
者
、
取
其
通
達
之
意
、
而
雖
行
用
文
字
、
押
則
不
必
諱
矣
。

（
中
略
）
以
達
字
畫
押
於
上
、
其
下
曰
、
予
押
卽
通
字
、
乃
受
賜
昔
年
者
也
。
其
欲
勉
飭
、
手

寫
付
爾
、
用
于
將
來
、
奚
比
臣
工
之
製
獻
。
又
書
左
方
曰
、
孔
聖
稱
武
王
周
公
以
達
孝
、
曰
善

繼
人
之
志
、
善
述
人
之
事
、
善
繼
善
述
、
孝
之
大
者
。（
下
略
）」（『
英
祖
実
録
』
巻
五
七
、

一
七
四
三
年
二
月
三
〇
日
）。

（
3
）
「
子
曰
、
武
王
周
公
、
其
達
孝
矣
乎
。
夫
孝
者
、
善
繼
人
之
志
、
善
述
人
之
事
者
也
。」（『
中

庸
』
第
一
九
章
）。

（
4
）
明
朝
体
様
式
は
、
天
地
に
天
平·

地
平
の
二
本
の
横
線
を
引
き
、
そ
の
間
を
様
々
の
線
を

も
っ
て
作
る
も
の
で
あ
る
。（
林
譲
、｢

花
押
覚
書
―
研
究
の
周
辺
―｣

、〈『
歴
史
と
地
理
』

四
四
二
、一
九
九
二
年
〉、
四
九
頁
）

（
5
）
「
二
品
以
上
妻
印
方
一
寸
七
分
、
六
品
以
上
妻
一
寸
四
分
、
七
品
以
下
妻
一
寸
。」（『
経
国
大

典
』
礼
典
、
用
印
）。

（
6
）
「
今
訟
時
、

音
及
所
志
内
、
所
着
名
署
以
、
各
異
事
段
、
矣
父
亦
矣
身
乙
、
初
以
濬
哲
文

明
之
濬
字
以
、
名
之
爲
白
有
如
可
、
去
戊
辰
年
分
、
矣
父
亦
稟
于
退
溪
先
生
、
改
之
以
宋
朝
名

臣
張
浚
之
浚
字
爲
白
有
昆
。
名
署
段
、
如
依
其
名
之
字
劃
而
署
之
乙
仍
于
、
前
後
名
署
不
同
爲

白
在
果
、（
下
略
）」（「
一
五
七
八
年
李
浚
兄
弟
決
訟
立
案
」、
慶
州
玉
山
驪
州
李
氏
）。

（
7
） 

行
列
字
は
、
世
数
関
係
を
表
す
た
め
に
一
族
で
共
通
に
す
る
名
前
の
字
で
あ
る
。（
例
え

ば
、
兄
弟
の
柳
雲
龍
、
柳
成
龍
の
龍
字
）

（
8
）
そ
れ
以
外
に
も
、
芸
術
作
品
と
し
て
書
画
に
捺
す
落
款
印
、
書
籍
の
所
蔵
印
な
ど
の
事
例
は

様
々
に
あ
る
が
、
公
私
の
文
書
に
信
標
と
し
て
捺
す
も
の
と
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
除
外
し
た
。

（
9
）
「
婦
人
成
置
文
記
、
則
一
從
印
信
、
印
信
則
僞
造
者
頗
多
、
印
信
刻
某
鄕
某
氏
、
故
同
姓
者
、

借
用
之
、
請
刻
某
妻
某
氏
。」（『
成
宗
実
録
』
巻
二
三
八
、一
四
九
〇
年
三
月
八
日
）。

【
図
版
目
録
】

〈
図
1  

―
①
〉
三
功
臣
会
盟
文
（
一
四
〇
四
）、
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
1
―
②
〉
五
台
山
上
院
寺
重
創
勧
善
文
（
一
四
六
四
）、
月
精
寺
聖
宝
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
1
―
③
〉
書
簡
（
一
六
三
八
）、
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
。
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〈
図
1
―
④
〉
書
簡
（
十
七
世
紀
）、
烏
竹
軒
市
立
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
1
―
⑤
〉
書
簡
（
十
七
世
紀
）、
烏
竹
軒
市
立
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
1
―
⑥
〉
書
簡
（
十
八
世
紀
）、
国
立
古
宮
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
1
―
⑦
〉
『
宝
印
符
信
総
数
』、
ソ
ウ
ル
大
奎
章
閣
影
印
本
、
一
九
九
四
所
収
。

〈
図
1
―
⑧
〉
『
宝
印
符
信
総
数
』、
ソ
ウ
ル
大
奎
章
閣
影
印
本
、
一
九
九
四
所
収
。

〈
図
2
―
①
〉
密
札
（
十
七
世
紀
）、
尤
庵
先
生
祀
孫
家
所
蔵
。

〈
図
2
―
②
〉
御
筆
（
十
七
世
紀
）、
烏
竹
軒
市
立
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
3
―
①
〉
徽
旨
（
十
八
世
紀
）、
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
3
―
②
〉
令
旨
（
一
七
六
一
）、
韓
国
学
中
央
硏
究
院
蔵
書
閣
所
蔵
。

〈
図
4
―
①
〉
賜
牌
教
旨
（
一
四
五
七
）、
東
国
大
図
書
館
所
蔵
。

〈
図
4
―
②
〉
賜
牌
教
旨
（
一
四
七
〇
）、
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
4
―
③
〉
平
咨
（
一
六
一
二
）、
中
国
国
家
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
5
―
①
〉
分
財
記
（
一
四
〇
一
）、
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
5
―
②
〉
古
風
（
一
七
九
二
）、
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
5
―
③
〉
伝
令
（
一
八
〇
一
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
。

〈
図
5
―
④
〉
『
宝
印
符
信
総
数
』、
ソ
ウ
ル
大
奎
章
閣
影
印
本
、
一
九
九
四
所
収
。

〈
図
5
―
⑤
〉
『
宝
印
符
信
総
数
』、
ソ
ウ
ル
大
奎
章
閣
影
印
本
、
一
九
九
四
所
収
。

〈
図
6
―
①
〉
分
財
記
（
一
四
六
八
）、
楊
州
思
陵
海
州
鄭
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
6
―
②
〉
五
台
山
上
院
寺
重
創
勧
善
文
（
一
四
六
四
）、
月
精
寺
聖
宝
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
7
―
①
〉
分
財
記
（
一
五
六
六
）、
慶
州
玉
山
驪
州
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
7
―
②
〉
分
財
記
（
一
五
七
九
）、
慶
州
玉
山
驪
州
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
8
―
①
〉
五
功
臣
会
盟
軸
（
一
四
五
六
）、
個
人
所
蔵
。

〈
図
8
―
②
〉
教
牒
（
一
五
九
五
）、
尚
州
愚
山
晋
州
鄭
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
8
―
③
〉
分
財
記
（
一
六
七
三
）、
個
人
所
蔵
。

〈
図
8
―
④
〉
教
牒
（
一
七
八
九
）、
尚
州
愚
山
晋
州
鄭
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
9
―
①
〉
分
財
記
（
一
四
九
二
）、
安
東
烏
川
光
山
金
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
9
―
②
〉
分
財
記
（
一
五
五
九
）、
安
東
法
興
固
城
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
9
―
③
〉
功
臣
世
系
単
子
（
一
七
〇
二
）、
安
東
法
興
固
城
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
9
―
④
〉
立
案
（
一
八
五
三
）、
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
10
―
①
〉
分
財
記
（
一
四
三
六
―
一
四
四
三
）、
慶
州
良
洞
慶
州
孫
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
10
―
②
〉
分
財
記
（
一
五
九
四
）、
安
東
金
溪
義
城
金
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
11
―
①
〉
明
文
（
一
五
九
五
）、
寧
海
仁
良
載
寧
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
11
―
②
〉
明
文
（
一
六
九
九
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
二
一
二
五
八
三
）。

〈
図
11
―
③
〉
明
文
（
一
六
三
一
）、奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
七
〇
七
九
八
―
八
）。

〈
図
12
―
①
〉
五
台
山
上
院
寺
重
創
勧
善
文
（
一
四
六
四
）、
月
精
寺
聖
宝
博
物
館
所
蔵
。

〈
図
12
―
②
〉
分
財
記
（
一
六
五
六
）、
夫
餘
恩
山
咸
陽
朴
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
12
―
③
〉
書
契
（
一
六
一
五
）、
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
。

〈
図
13
―
①
〉
明
文
（
一
五
一
九
）、
慶
州
良
洞
慶
州
孫
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
13
―
②
〉
明
文
（
一
六
二
三
）、
星
州

谷
碧
珍
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
13
―
③
〉
明
文
（
一
八
九
六
）、
星
州

谷
碧
珍
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
14
―
①
〉
明
文（
一
七
四
五
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵（
文
書
番
号
七
七
九
三
一
―
一
）。

〈
図
14
―
②
〉
明
文
（
一
七
一
二
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
一
五
七
九
四
五
）。

〈
図
15
―
①
〉
明
文
（
一
五
四
八
）、
慶
州
良
洞
慶
州
孫
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
15
―
②
〉
明
文
（
一
六
七
二
）、
海
南
蓮
洞
海
南
尹
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
15
―
③
〉
明
文
（
一
七
一
四
）、
羅
州
會
津
羅
州
林
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
15
―
④
〉
明
文
（
一
八
七
七
）、
寧
海
仁
良
載
寧
李
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
16
―
①
〉
招
辞
（
一
七
一
六
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
一
五
〇
三
四
五
）。

〈
図
16
―
②
〉
明
文
（
一
八
九
九
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
八
二
四
四
一
）。

〈
図
17
―
①
〉
明
文
（
一
七
六
三
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
一
九
二
三
四
〇
）。

〈
図
17
―
②
〉
明
文
（
一
八
〇
九
）、
慶
州
伊
助
慶
州
崔
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
17
―
③
〉
明
文
（
一
八
七
八
）、
慶
州
伊
助
慶
州
崔
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
18
―
①
〉
分
財
記
（
一
五
五
九
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
六
六
五
二
三
）。

〈
図
18
―
②
〉
明
文
（
一
六
〇
七
）、
慶
州
良
洞
慶
州
孫
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
18
―
③
〉
明
文
（
一
七
一
六
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
一
四
八
五
二
二
）。

〈
図
18
―
④
〉
明
文
（
一
八
七
三
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
一
六
六
四
三
七
）。

〈
図
19
―
①
〉
明
文
（
一
六
七
六
）、
海
南
蓮
洞
海
南
尹
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
19
―
②
〉
明
文
（
一
七
三
〇
）、
海
南
蓮
洞
海
南
尹
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
19
―
③
〉
手
標
（
一
八
九
七
）、
夫
餘
恩
山
咸
陽
朴
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
20
―
①
〉
手
標
（
一
八
一
二
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
一
五
六
九
五
四
）。

〈
図
20
―
②
〉
手
標
（
一
八
五
〇
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
一
三
八
三
五
〇
）。

〈
図
20
―
③
〉
明
文
（
一
九
〇
一
）、
奎
章
閣
韓
国
学
研
究
院
所
蔵
（
文
書
番
号
二
〇
四
四
七
九
）。

〈
図
21
―
①
〉
分
財
記
（
一
八
九
〇
）、
安
山
釜
谷
晋
州
柳
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
21
―
②
〉
明
文
（
一
九
〇
五
）、
安
山
釜
谷
晋
州
柳
氏
宗
家
所
蔵
。

〈
図
21
―
③
〉
契
約
書
（
一
九
〇
七
）、
国
立
ハ
ン
グ
ル
博
物
館
所
蔵
。

（
国
立
ハ
ン
グ
ル
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
〇
年
一
月
二
七
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
七
月
九
日
審
査
終
了
）




